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熊本県における堆肥の生産・流通をめぐる現状と課題について 

熊本県 農林水産部 生産局 畜産課 

中坪康史 

１．熊本県のすがた 

 本県は、九州地方のほぼ中央に位置し

（図１）、総面積は74万ヘクタールで全

国第15位、その約6割が森林、約2割が農

用地となっている。北部は比較的緩やか

な山地、東から南にかけて標高1,000ｍ

級の山々に囲まれ、その随所に深い谷が

あり、見事な渓谷美を見せているととも

に、西部は有明海、八代海に面し、東シ

ナ海に続いている。 

図１ 熊本県の位置 

 また、本県は、本年度、国際連合食糧

農業機関（FAO）が認定する世界農業遺

産の仲間入りを果たし、世界に誇るカル

デラを持つ「阿蘇」を含む「阿蘇くじゅ

う国立公園｣と、大小120 の島々からな

る「雲仙天草国立公園」の2つの国立公

園を有しており、山あり谷あり海ありの

美しく豊かな自然を擁している。 

 気候は概して温暖であり、天草沿岸部

は珊瑚礁の最北限であるほか、熊本市を

中心に全体的に内陸性気候であること

から、寒暑の差が激しいのが特徴であ

る。盛夏になると、最高気温が35℃以上

になる日も多々あり、深夜まで高温状態

が続くのに対し、厳冬の最低気温はしば

しば氷点下を示すこともある。梅雨後期

には、高温多湿の南西気流と本県特有の

地形の影響から集中的な大雨になるこ

ともある。 

 なお、熊本県の人口は、平成22(2011)

年現在で約181万人(69万世帯)で全国第

23位となっており、そのうち、平成24

年に政令指定都市となった熊本市が約

74万人（31万世帯）で4割を占めており、

就業人口では、第一次産業9万人、第2

次産業17万人、第3次産業58万人の計83

万人が就業している。特に、農業への就

業者数は全体の9％、およそ8万人（全国

平均4％、九州平均6％）と、全国的に見

ても農業への就業割合が高い地域と言

える。 

２．熊本県の農畜産業 

 熊本県は、九州山地に源を発する菊池

川、球磨川などの河川や豊富な地下水と

ともに、菊池平野、熊本平野や八代平野
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などの豊かな土地条件を活かした水稲

をはじめ、全国第1位の生産量である、

いぐさ、宿根カスミソウ、すいか、トマ

ト、葉たばこ、不知火（デコポン）など、

生産量で全国の上位を占める農産物を

バランスよく生産している構造が特徴

である。 

図２ 熊本県の農業産出額 

（平成24年、速報値） 

 また、阿蘇地域の広大な草地を活用し

た肉用牛放牧や、阿蘇、球磨、菊池地域

等の水田、畑地を飼料基盤とする大家畜

生産など、畜産が盛んに行われており、

家畜飼養頭数（農林水産省「畜産統計」）

でみると、肉用牛13万5千頭（全国4位）、

乳用牛4万5千頭（同4位）、豚309千頭（同

11位）等、全国有数の畜産県を誇ってい

る（図２）。 

 なお、平成24年の熊本県の農業産出額

は3,208億円（うち畜産は951億円で全体

の約3割）、全国第5位となっており、近

年、施設園芸を中心に増加傾向にある。 

３．熊本県の畜産 

 熊本県における地域ごとの家畜飼養

状況は、畜種によってばらつきがあるも

のの、大家畜、中小家畜ともに、県央の

菊池地域、県北の阿蘇地域における飼養

頭数割合がかなり多くなっている一方

で、八代などの水田地帯における飼養頭

数は少ない等、畜産が偏在している特徴

がある（表１）（図３）。 

 また、熊本市管内においても、豚や馬

の飼養頭数が多いほか、乳用牛の飼養頭

数も比較的多くなっており、居住地帯と

畜産地帯との混住化がうかがえる。 

４．堆肥の生産状況 

 畜産県のひとつである熊本県におけ

る堆肥の生産量については、それに関す

る統計調査を行っていないが、県内の飼

養家畜（牛、馬、豚、鶏）の頭羽数等か

ら概数を推計することはできる。 

 まず、年間の家畜排せつ物（ふん尿）

は、畜種ごとの発育ステージを考慮しつ

つ推計すると、ふん尿総量は315万トン

となる。そのうち固形分をすべて堆肥

化、堆肥化歩留を60％と仮定し、全体で

140万トンの堆肥が生産されているもの

と推計している。 

 これを畜種別にみると、肉用牛78万ト

ン（全体のうち56％）、乳用牛29万トン

（同21％）、養豚18万トン（同12％）、

養鶏12万トン（同9％）、馬3万トン（同

2％）となっており、肉用牛が全体の5

割以上を占めている。 

資料：熊本県調べ
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表１ 地域振興局別の家畜飼養頭数割合 

資料：熊本県調べ（平成23年）、農林水産省「畜産統計」、網掛けは10％以上を占めるもの 

図３ 熊本県の地域振興局 

また、県内の地域別発生量をみると、

菊池地域48万トン（全体のうち37％）、

阿蘇地域26万トン（同18％）、球磨地域

23万トン（同16％）となっており、これ

ら3地域で全体の7割を占めている。 

 いずれの地域も肉用牛、乳用牛の飼養

頭数が多い地域であるが、こうした地域

における畜産農家の発展のためには、堆

肥の利用・流通先について、引続き安定

的に確保するとともに、耕畜連携を通じ

た更なる堆肥の利用促進が課題（※）と

なっている。 

 特に、畜産農家が偏在している地区や

飼養頭数に比して自給飼料生産・堆肥の

自家利用が少ない畜産農家にとって、堆

肥の安定的な流通を確保していくこと

は、今後の飼養規模や施設整備等に係る

経営方針を決定するうえで、重要な鍵と

なろう。 

※ 堆肥の利用促進が課題 

 例えば、堆肥の原料である家畜排せつ

物について、これを資源として有効に活

用する取組が考えられる。 

 本県では、山鹿市が国の補助事業を活
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用してバイオマスセンターを整備（平成

17年）し、家畜排せつ物等の廃棄物を原

料として、メタン発酵、バイオガスを生

成・燃焼発電させ、施設の維持・管理に

必要な電力を賄うシステムを構築した。

しかしながら、副次的に生じる液肥につ

いては、堆肥と同様に、更なる利用促進

が課題となっている。 

５．耕畜連携の推進 

 熊本県では、環境と調和のとれた持続

的農業をより一層推進するものとして、

土づくりを基本に、慣行農業より化学合

成肥料等の使用削減を目指す「くまもと

グリーン農業」に取り組んでおり（図

４）、安全で安心な農産物を生産しなが

ら、地下水を始めとする熊本の豊かな自

然環境を守り育てていくこととしてい

る。 

図４ 熊本県内における化学肥料、農薬の総使用量の推移（資料：熊本県調べ）

 畜産としても、この取組を側面的に支

援するものとして、熊本県畜産課、畜産

関係団体及び農業関係団体で構成する

熊本県耕畜連携推進協議会（※※）が、

堆肥共励会の開催や生産技術研修会を

通じた堆肥の品質向上、良質堆肥生産者

（たい肥の達人※※※）等の情報を耕種

農家へ提供することによって、堆肥の更

なる利用促進を図っており、こうしたこ

とが相まって、県内における化学肥料の

使用量が減少傾向にあるとともに、県内

における堆肥の広域的流通が増加して

いる（表２）。 

表２ 堆肥の地域外への流通量（トン／年）（資料：熊本県調べ）
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しかしながら、県内の耕地面積は緩や

かな減少傾向にある中（図５）、地域に

よっては、耕種農家における堆肥利用が

飽和状態の地区もあると言われており、

今後も、堆肥の円滑な流通を確保してい

くためには、自給飼料生産の更なる拡大

を通じて、畜産農家自身における堆肥の

利用拡大を可能とさせるとともに、堆肥

の利用拡大が見込まれる県内外の地域

へ、堆肥を安定的に流通させる仕組づく

り等について、関係者が一体となって取

り組んでいく必要がある。 

図５ 熊本県の耕地面積の推移 資料：農林水産省「耕地及び作付け面積統計」 

※※ 熊本県耕畜連携推進協議会 

 熊本県の農業の優位性を発揮するた

め、畜産部門と耕種部門の連携のもと、

良質堆肥の生産及び利用促進による土

づくり、国産粗飼料の安定確保に寄与す

るものとして、平成17年に発足。 

 堆肥生産者に関する情報提供、良質堆

肥の生産技術及び耕畜連携による土づ

くりの普及・啓発、堆肥の広域流通の促

進等に係る事業に取り組んでいる。 

 詳しくは、「くまもと堆肥ネット」

http://kouchiku.aso.ne.jp/をご覧く

ださい（図６）。 

※※※ たい肥の達人 

 良質たい肥生産や利用について科学

的知見を有している者について、熊本県

耕畜連携推進協議会が「たい肥の達人」

として認定し、各地域における堆肥製造

技術コーディネーターとして活躍して

いただく制度として、平成19年度に発足

した（図７）。 
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図６ くまもと堆肥ネット 

図７ たい肥の達人認証マーク 

６．家畜排せつ物の管理状況 

 家畜排せつ物法制定当初(平成11年)、

県内の家畜排せつ物315万トンのうち約

半数は不適正な管理状態(野積み、素掘

り)として見られていた（図８）。 

 このため、本県では、関係団体とも連

携し、徹底した農家指導を強化した結

果、法施行規則の完全施行後(平成16年)

には、こうした状態は解消している。 

 しかし、農業地帯との混住化が多く見

られるようになった現在、堆肥の施用時

における臭い等、畜産農業に関連して、

年間100件程度の苦情が寄せられてい

る。 
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図８ 熊本県内の家畜排せつ物発生量と適正処理の推移（資料：熊本県調べ）

県では、こうした苦情があった場合は

県内11か所の地域振興局畜産担当者が

中心となって、地元自治体、農業団体と

も連携しながら、現地確認、畜産農家へ

の営農指導・助言を適時・適切に行うと

ともに、地域に受け入れられるよう、環

境に配慮した畜産を普及・推進してい

る。 

図９ 熊本県内における畜産の 

苦情発生状況 

 なお、平成25年度の調査では、87件の

苦情があったうち悪臭関連が64％と最

も多く、水質関連21％、害虫関連4％で

あった（図９）。また、これを畜種別経

営体でみると、酪農29件、養豚28件、肉

用牛17件などであった（表３）。 

７．畜産環境保全に係る取組 

 熊本県では、毎年11月を「畜産環境月

間」と位置付け、より丁寧に畜産農家を

訪問し、家畜排せつ物の処理状況を具体

的に把握するなど、各地域振興局におけ

る巡回指導等を強化し、畜産農家の環境

保全に対する意識向上を図っている（図

10）。 

 平成24年時点において、熊本県の畜産

農家4,416戸のうち、家畜排せつ物法の

管理基準対象農家はおよそ半数の2,223

戸（全体の5割）であるが、これは、逆

に、法の対象とはならない小規模・零細

農家（牛・馬10頭未満、豚100頭未満、 

水質関連

21%

悪臭関連

64%

害虫関連

4% その他

11%

平成２４年度
苦情発生件数

８７件の内訳
（割合）

資料：熊本県調べ
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表３ 畜種別問題発生経営体数（資料：熊本県調べ） 

鶏2,000羽未満）が多数存在しているこ

とを表している。 

 本県では、こうした法対象から外れる

小規模・零細農家に対しても、法対象農

家に準じた対応を行うよう、県の施設整

備事業を活用した堆肥舎設置等を推進

しているものの、経営的な問題により対

応困難な農家も存在することから、それ

ぞれの事情を考慮しつつ、地域住民との

共生が図られるよう、引続き、丁寧な指

導・助言に取り組んでいきたい。 

図10 11月は畜産環境月間です

８．おわりに 

 近年の配合飼料価格の高騰等を受け

て、畜産経営はたいへん厳しい状況にあ

ることから、輸入飼料依存型から国産飼

料基盤に立脚した畜産への転換に向け、

生産者は様々な努力をなされている。加

えて、規模拡大に伴って増加する家畜排

せつ物についても、苦慮されながらも適

正な処理・管理を行っている。 

 このため、県としても、畜産農家の飼

料自給率向上や堆肥の適切な利用促進

を図る観点から、例えば、飼料用米の生

産とそれを給与する牛の生産体制整備

の支援や、飼料面積を確保し環境負荷軽

減に取り組む酪農の推進等に積極的に

取り組んでいる。 

 熊本県の豊かな自然を守るためにも、

今後とも、関係行政部局や農業団体、生

産者等と連携し、農業のもつ自然循環機

能を活かしながら、環境保全型の畜産・

農業を推進していきたい。  

養豚 採卵鶏 ブロイラー 酪農 肉用牛 その他 合計

平成２４年度 28 6 2 29 17 5 87


